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                         ２１１１－０１７ 

                               令和３年１１月２５日 

企業主導型保育事業施設責任者 様 

      

      公益財団法人児童育成協会 

 

 

振込銀行口座情報の初回登録及び口座情報の変更について 

 

 
拝啓 

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

現在助成金の振込先については、電子申請システム内の「振込銀行口座情報」にて口座情

報をご登録頂いており、内容に変更がある場合にはポータルサイトのお問い合わせフォーム

よりご依頼頂き、変更のお手続きをご案内しているところです。 

 

今般、手続き方法を改善し、「振込銀行口座情報」の変更手続きの利便性向上のために、

企業主導型保育事業電子申請システム内にて振込銀行口座の情報を変更申請出来るよう、シ

ステムを改修いたしましたので、下記のとおりご案内いたします。なお、令和 3 年 12 月 1

日からの変更となります。 

敬具 

 

 

 

記 

 

１．振込銀行口座情報の初回登録について（すでにご登録頂いている事業者様は不要です） 
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２．振込銀行口座情報の変更申請について 

 

 振込銀行口座情報変更申請は振込処理の都合上、毎月 20 日までに申請され、かつ同月内

に承認となった申請内容のみ、その月の月末振込に変更内容が反映されます。不備等により

承認となっていない場合は、例え申請中であっても申請前の旧口座へのお振込みとなりま

すので変更には余裕をもって申請手続きをお願いいたします。また 21 日～月末までの申請

については翌月月初より審査を行います。なお 20 日までに申請された内容が不備等により

お戻しとなり、修正内容を 21 日以降に再度申請した場合も 21 日以降の申請として翌月審

査となりますのでご注意ください。 
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３．振込銀行口座情報の入力内容・添付書類について 

 
■通帳例） 
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４．よくある質問 

 

（１） 法人名を変更しました。 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 振込口座銀行が合併しました。 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 当社はネットバンクを利用しているため、添付書類である通帳がありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 同一 ID で複数園の登録を行っていますが、今後、ID を分けて保育施設を登録

し、保育施設ごとに振込口座の作成を検討しています。今回の振込銀行口座情報変更申

請で対応可能でしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 変更申請から承認までの期間はどのくらいですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

振込銀行口座登録・変更申請より申請をお願いします。なお変更には新通帳（通

帳がない口座の場合は、口座情報が網羅されている書類）の添付が必要となります。 

 

 

企業情報変更申請承認後、振込銀行口座登録・変更申請より申請をお願いします。

なお変更には新通帳（通帳がない口座の場合は、口座情報が網羅されている書類）

の添付が必要となります。 

 

通帳がない口座の場合は、登録する内容（P7をご参照ください）を網羅した書類

の添付をお願いいたします。例えばネットバンクの場合では、登録内容を網羅した

インターネット上の画面印刷で問題ございません。 

 

電子申請画面ではご質問の内容はご対応できませんので、企業主導型保育事業ポ

ータルサイトの「お問い合わせ」よりご相談をお願いいたします。 

 

承認手続きまでには申請後、申請内容に不備・不足等がない場合で 1週間程度お

時間がかかります。不備等があれば更にお時間がかかりますので、お早めのご申請

をお願いいたします。 
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（６） 今月から振込口座を変更したいのですが、いつまでに申請すればよいですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

【お問い合わせ】 

 

企業主導型保育事業本部 審査部 

     

電話  ０５７０－５５０－８１９  

（年末年始を除く平日の９：１５～１７：１５） 

※電話でのお問い合わせが多くなり繋がりにくくなるこ 

とが予想されますため、「お問い合わせフォーム」もご 

利用ください。 

お問い合わせフォーム  https://www.kigyounaihoiku.jp/contact 

 

 

振込銀行口座情報変更申請は振込処理の都合上、毎月 20 日までに申請され、かつ

同月内に承認となった申請内容のみ、その月の月末振込に変更内容が反映されます。

不備等により承認となっていない場合は、例え申請中であっても申請前の旧口座への

お振込みとなりますので変更には余裕をもって申請手続きをお願いいたします。また

21日～月末までの申請については翌月月初より審査を行います。なお 20日までに申

請された内容が不備等によりお戻しとなり、修正内容を 21 日以降に再度申請した場

合も 21日以降の申請として翌月審査となりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 


